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　河津町議会の議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例、河津

町特別職報酬等審議会条例、河

津町監査委員に関する条例、河

津町立学校開放施設等使用料徴

収条例、河津町観光施設の設置

及び管理に関する条例それぞれ

の一部を改正した。

　七滝観光センターの指定管理

者に�河津バガテル公園を指定。

　静岡県市町総合事務組合規約

の一部を変更した。

　平成２０年度消防ポンプ自動車

 （第４分団）購入について、指名

競争入札に付し、�畠山ポンプ

製作所 （沼津市） と１７，７４５，０００円

で契約。

　歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ８１，２９７千円を追加し、

総額をそれぞれ ４，１５９，７１９千円と

する。

　歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ ２，２７６千円を追加し、

総額をそれぞれ１，２１７，７３１千円と

する。

　歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ ９，８４９千円を追加し、

総額をそれぞれ１３７，２７８千円と

する。

　歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１１５千円を追加し、総

額をそれぞれ ８，７４２千円とする。

　収益的収入の予定額を６，５９０

千円追加、支出の予定額を６，０４８

千円追加し、総額をそれぞれ

１８６，４７４千円とする。資本的支出

の予定額を１４，３２０千円追加し、

総額を１２５，３３４千円とする。

◇河津町議会会議規則の一部を改正する規則について

　　議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける規

則の改正をする。

◇地域医療の崩壊をくい止め、充実を求める意見書について

　　関係行政庁に対し、賀茂地域住民の将来にわたり安定した医療提供ができるよう、地域医療の

崩壊をくい止め、充実を求める。 以上意見書を提出する。
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　平成１９年度決算９議案（河津町一般会計、河津駅

前広場整備事業特別会計、河津町土地取得特別会計、

河津町国民健康保険特別会計、河津町老人保健特別

会計、河津町介護保険特別会計、河津町国民宿舎

「かわづ」運営事業特別会計、河津町水道事業会計、

河津町温泉事業会計）は、決算審査特別委員会（宮

��������	
�
崎啓次委員長）に付託されました。

　総務課、窓口税務課、保健福祉課、議会事務局、

産業振興課、建設課、教育委員会に関する事務及び

農業委員会に関する事務をそれぞれ決算審査にあた

りました。

　決算審査特別委員会は意見書を附帯して認定すべ

きものと決定しました。本会議上、宮崎啓次決算審

査特別委員会委員長の報告を受け、全員賛成で認定

されました。
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平成２０年度峰温泉大噴湯公園整備工事請負契約に

ついて

東海建設�と９０，０９０千円で契約。

������

平成２０年度河津町一般会計補正予算（第３号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６５千円を

追加し、総額を４，０７８，４２２千円とする。
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　７月３日に開かれた第３回臨時会は以下の議案を
可決しました。������
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　普通会計では歳入３８億８，０１７万

４千円、歳出３６億５，２６２万３千円

となり、歳入面で町民税の増、

固定資産税はほぼ前年度並み、

地方交付税の減少、これらの減

少分は、町有財産売却、基金の

繰入金で補う決算となる。歳出

面では、峰温泉大噴湯周辺土地

購入や、後期高齢者医療制度導

入に伴う費用などによる増、見

高入谷高原温泉整備事業、観光

施設整備の事業量の減少による

減となった。
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　１市３町の合併協議会は６月

２５日に第１回協議会が開催され、

以後毎月１回開催されており、

協定項目２６項目について調整が

済んだ項目より、協議承認され

る。また、各小委員会が設置さ

れ、新市の各称などの検討を進

めている。各種事務事業のすり

合わせ作業を平成２２年３月の合

併に向けて協議中。
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　７月８日地域住民の協力を得

て、津波訓練を実施し、海水浴

客など５１名が参加。また役場庁

舎、文化の家では、地震訓練に

９１名が参加した。８月２９日、９月

１日には、東海地震を想定した「総

合防災訓練」を実施した。西小

学校グラウンドでは、上地区の

自主防や、中学生、高校生約４００

名が参加し、協同訓練を実施し

た。
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　本年も各地区で開催してもら

う事にした。１地区に３０，０００円

と、７０歳以上の参加者に、１人

当り３，０００円を助成。
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　地球温暖化防止対策として、

森林の有効活用が期待され、二

酸化炭素の削減効果も大きい。

今回鉢の山へ、県グリーンバン

クの１００％補助により、もみじ等

８００本を２ｈａに植栽を計画した。
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　伊豆見高入谷高原温泉宿泊棟

施設、設計監理業務事業は、７

月２４日入札、一級建築士事務所

野田建築設計事務所が落札し、

１８９万円で契約した。上佐ヶ野の

中山間組合は河津ブルーベリー

の里を、７月２７日から８月２０日

まで営業し、 ２，２４６人の来園者が

あった。
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　海水浴場の入り込みは、今井

浜で６０，７９０人前年比１０４％、河津

浜で６，５１３人前年比１０６．３％とな

り、全体で前年比１０４．２％増加。

バガテル公園では、夏の納涼市

などの夏のイベントや夏のキャ

ンペーンを積極的に実施し入込

み客の増加に努めた。
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　８月末の入園者の累計は、

５７，６９７人で前年比７２．７％、春バ

ラの入園者数の減少が響いてい

る。こうした中で緊急措置とし

て、レストランの休止、送迎バ

スを自主運行に変え経費節減を

図る。

　国民宿舎の利用状況は、７月

の宿泊数が８１６人、８月が１，４６８

人。４月から８月末までの累計

で３，９７９人で前年比９９．６％と減

少。また�七滝観光センターの

運営についても、４月から営業

を開始した。
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　河津川渓流歩道整備事業、ト

イレ棟整備工事は、  ６月２０日入札

を実施、東海建設�が落札１，０６０

万５千円で契約した。

　峰温泉大噴湯公園整備事業は、

６月３０日に、東海建設�が落札。

９，００９万で契約し、年内完成に向

け進める。
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　県単治山事業は、７月２４日２

件の入札をし、浜地内の片瀬山

治山工事は、防護柵工延長５０ｍ

を１，７０１万円、縄地地区の大山治

山工事は、第一工区水路工延長

２５ｍ、第二工区水路工延長１０．５

ｍを３９９万円で、東海建設�がそ

れぞれ落札、契約した。また、

県営事業の農免農道見高稲取４

期地区は、今年度８，４００万円の事

業費で２００ｍ を施工予定。
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　川横地区の町道奥原１号線は、

平成２１年度、本工事に着手し、

年度内に完成予定。

　長野地区の町道見高泉水仲ヶ

野線は、緊急車両等の通行でき

る様拡幅工事を実施する。

　梨本地区の町道萩ノ入２号線

は、初景橋から、前の川橋の急

カーブの改良工事の測量調査、

（５）
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設計業務の発注。

��������	
���

���

　東海地震の発生による、大被

害の予想で、古い木造住宅に対

し、無料の耐震診断や、補強工

事費の助成５０万円を限度額とし、

補助するものです。
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　６月２２日と６月２９日の集中豪

雨と高波による被害は、漁港施

設２漁港。農林業施設、林道１

箇所、用水路１箇所。道路施設、

４地区４箇所。 河川施設３箇所。

県事業では、 河津川の田中地内の

護岸災害復旧事業、１０４ｍで事業

費 ４ ， ０００万円 で 災害査定 を 受け た 。
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　７月３１日付けで水道事業経営

の変更認可を受け、町内３簡易

水道事業が廃止され町上水道事

業から給水を開始した。

　新規加入５８戸と、申請手数料

の増収見込みである。また、施

設の老朽化の修繕費等の補正予

算の計上や、未給水地域の解消

の整備を図るため、峰高原水道

管拡張工事６７２ｍを�寺林工務店

が落札し、１，６１１万７，５００円で契

約した。
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　中学校グラウンド照明を、１基

増設した。西小学校は、４基の

うち２基を老朽化のため取外す

事とした。
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　文部科学省や厚生労働省の管

理マニュアルに基づき、床に水

を流さないドライシステム。安

心、安全な調理環境を備えた施

設を導入した。
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  臼　井　市太郎

�����

  吉 田 重 好

����

  山 田　 勇

  相 馬 宏 行

  中 村　 聰

  飯 田 正 臣

����

  稲 葉　 静
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  宮 崎 啓 次

����

  萩 原 清 男

  土　屋　粂太郎

  山 本 和 之
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  吉 田 重 好

  山 田　 勇

  飯 田 正 臣
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  萩 原 清 男

  山 本 和 之
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  稲 葉　 静

  宮 崎 啓 次

  中 村　 聰
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  山 本 和 之

  臼　井　市太郎

議　長
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副議長
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第一委員長
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第二委員長

� �� �

�����������

��������	�
�

����

  臼　井　市太郎
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  飯 田 正 臣

����

  稲 葉　 静

  吉 田 重 好

  宮 崎 啓 次
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土屋粂太郎 議員
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���道路行政について

１．役場隣りの新設道路の供用

開始時期は。

２．役場笹原方面への道路整備

計画と笹原峰方面への来の宮大

橋の計画とその調査費用は。

３．鍛冶屋沢道路峰地内交差点

の拡巾は。

���質問１は平成２３年度予定、

質問２は延長７００ｍで地権者の協

力で。来の宮大橋は町で都市計

画決定してあり、県道の町道移

管時に実施か。質問３は交差点

に信号機を設置し事業終了する。

���鍛冶屋道は現交差点の拡

巾計画は。

���県代行工事は信号機を付

け終了した。拡巾工事は町単独

では財源的に無理では。

���来の宮大橋箇所は都市計

画決定はされていた訳で当初よ

り無理な計画、判断が甘かった

のでは。３，５００万投資しているの

で道路計画は順次年度計画を立

て着実に進めるべきでは。

���道路は地権者の同意なく

してできません。  鍛冶屋沢道路

私は何回も交渉に出向いたが引

続き要望し た い 。  他の道路に つい

ても地権者の同意で進めたい。
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���ふる里納税制度とは

�����地方税法の改正によ

り寄附者の意志でふる里や各自

治体へ財政支援するための寄附

金。

���この制度の活用を町はど

のように考えているのか、 関係町

民、町外の出身者に対しては。

�����県下の市町でホーム

ページでＰＲしている市町があ

り現在１６市町で寄附を受け、 どう

するかは特典をもうけたり、 寄附

��������	
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���東海地震は震度６と想定

されているが支援協定先と協議

内容は。

�����白馬村、渋谷区です。

他に東部市町管内と、富士、箱

根伊豆交流圏市町村ネットワー

ク会議構成の市町村。神奈川と

山梨県の一部市町村であります。

支援内容は、応援物資、資機材

の提供、職員派遣以外に要請の

あった事案です。協議は白馬村

とは防災計画の資料交換で打合

せはない。渋谷区は毎年点検確

認。東部市町は主要事業課題な

ど協議している。伊豆交流市町

村ネットワーク会議は防災部会

による年１、２回協議している。

���資機材他の提供でなく住

宅確保などは、災害協定者は遠

く資機材の搬入が無理では又近

隣町村も同時災害だと他町村ど

ころではなくなるのでは。渋谷

区なども相互応援厳しいのでは、

細部の打合せが必要では、食事

や泊りなど長期滞在型の受け入

れる考えは。

�����要請のあったものに

限定されるが、今後話合いの中

で確認したい。

�����問合せはないが、 手続

は寄附者に説明したい。  現在あ

る 基金 と 、 ど う す る か検 討 し たい 。
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を受けるための計画している市

町もあるとのこと。当町は他町

のＰＲを参考に９月にホームペー

ジを立上げ募集をかけたい。

���河津から他出している人

が多くその方達にふる里を愛す

る気持を知ってもらい町が温か

く 受 け 入 れ 町を育て て い た だ く気

運を高める事だ。町の広報や各

会議に制度のＰＲなど必要では。

�����ふる里通信や、広報

かわづの利用は当然で観光ＰＲ

時に制度の魅力を知っていただ

けるよう方法を検討したい。

���この寄附は目的をもった

基金を設立したらどうか。又、

町外者からの問合せや手続はど

うなる。
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相 馬 宏 行 議員

����河津バガテル公園の管

理運営について４点伺う。入園

者は１８年度並みに推移している

が飲食部門の損失等で大変厳し

い経営状況と見受けるが１９年度

の決算状況と今後の運営計画は。

����岸副町長が取締役とし

て選任され主に経営に携わって

いるが経営改善の為に支配人を

選任する考えはないか？

����バラ園の庭園管理の支

援を保証する目的でパリ市と結

んでいるバラ園内園芸管理支援

協定を見直す考えは。またその

関連予算としてのパリ市技術指

導者受入調整業務委託料の見直

しの考えは。

����風土の森をしっかり管

理し、バガテル公園と連携した

森として展開する必要があると

考えるが対応は？

���決算状況は厳しいが、２０

年度は経費の節減等で強い信念

のもと黒字をめざす。運営計画

については公園ゲートの問題等

があるが、パリ市とよく検討し

ながらすすめる。

　支配人については、関連企業

と相談しながらすすめたい。

　公園の整備契約また連絡調整

については、信頼関係を保つ上

には必要。

　風土の森については、きちっ

と予算関係をつくり充実させ、

バガテルと相乗効果が上がる体

制でやるべきと考えている。

���６月に取締役として選任

され経営に携わっている立場と

して、今後のバガテル公園のあ

り方、また副町長としての職務

について考えを伺う。

����２つの立場はあるが重

きは副町長という立場で取り組

んでいる。社員を中心とした会

社づくりをめざし社員の提案等

を受け、実務者会議、取締役会

等で充分論議した上で今後の計

画をつくっていく。
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���温泉会館の入館者は２つ

の施設で１０９，６７５名と対前年比

４４５名増となっているが収支状況

は施設の老朽化や原油高騰によ

る需要額の増で、サンシップ今

井浜は約１，７００万円の赤字収支

と経営状況は厳しい。今後の対

策は。

���両施設で７００万円の赤字だ

が雇用の場の確保、温泉、水道

使用料、地域の活性化を考えれ

ば心配する問題でないと考える。

合併を控えた中で福祉の事を考

えれば料金を下げることも考え

られる。
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���観光交流館について前定

例会でも質問したが管理運営計

画について検討委員会でいかに

検討されたか。

�������施設の位置、規

模、  内容、  管

理、名称等７

項目にわたり

検討はしてい

る。近々答申

する予定。管

理については

観光協会にお

願する方向で

検討中。

����新市基本計画案、新市

のまちづくり方針が報告された

が、その構想が国県の支援策と

して確実に取り上げられるのか。

共立湊病院の建設問題について

具体的な合併支援として報告し

協議会の内容に加えるべきでは。

����１市３町の基金の額に

ついて違いがあるが運用につい

ての考えは。

���病院問題、救急医療の点

については何としても近くに立

上げる様、全力をあげていく。

場所と方向性が決まり次第県に

調査費をお願する。地域自治組

織の問題が１１月頃協議会に出さ

れたとき、各市町の財政状況に

応じた基金の運用を提案して行

く。また毎年要望される各区の

事業についても予算確保できる

様条件として提案する。
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宮 崎 啓 次 議員

���基幹病院としての共立湊

病院を含めた整備について、早

急に新病院の運営方式を含めた

計画を立てるべきと考える。総

務省からは経営形態の見直し�

指定管理者制度�独立行政法人

化�民間への事業譲渡、の考え

など公立病院を抱える自治体は

今年中に地域医療の改革プラン

を作成、総務省に提出しなけれ

ばならない、となっている。移

転かどうかは第三者機関である

検討委員会にゆだねられた。運

営方式を含めた病院整備に関し

ての考えは。

　今後町内にある診療所の先生

方も高齢化になり、休日夜間の

特に一次救急の患者の対応につ

いて支障をきたす恐れがある。

私が昨年の１２月定例会で質問し

た一次救急の患者を受け入れ、

そこで二次救急への振り分けも

行う休日夜間急患医療センター

新設の必要性について、賀茂医

師会からも夜間救急センターが

提案された。二次救急患者を診

療する共立湊病院の勤務医の負

担を軽減するのを主な目的とし

ている。センター設置の考えは。

　稲取の伊豆東部総合病院が下

田に土地を確保し進出する問題

について、共立湊病院の整備と

関連して下田に医療機関が集中

し地域医療のバランスが崩れる

恐れもあると思われるが、対策

をどう考えるか。

���病院建設は首長サイドで

一部事務組合で立ち上げると決

定。夜間救急センターは各町に

持ち帰って検討する。東部総合

病院は東伊豆町と連絡をとりな

がら要望していく。

家前の交差点を通り、サークル

Ｋ付近までの幅１６メートルの通

称「中央道」を早期に役場前ま

で、「田中・笹原バイパス」と

して開通させる必要性があると

考える。計画路線は買取方式に

より土地取得するしかないと思

うが、この 「田中 ・ 笹原バイパス」

 の今後の計画、考え方を伺う。

　二点目に見高入谷の農免農道

について、確定している施工計

画と開通の予定を伺う。また、

この農道は防災的なバイパス道

路の価値があると思う、稲取か

ら白田、奈良本と防災迂回

道路がつながっており、現

在の田中から見高入谷への

道路の拡幅あるいは新設に

より、 さらなる防災的バイパ

ス効果が上がるよう、  計画

に取り組むべきと考えるが。

���役場から来宮さん横、

笹原へと７００ｍ だが、あと３年位

で用地を取得することで、早急

に県にお願いする。農免農道は

２１年度に完成させるべく進める。

田中への道路は約２，２００ｍ 弱、測

量調査は終わっている。今後ふ

るさと農道方式で積極的に進め

る。さらに田中から松崎へ横断

道としても県に要望中である。

県も前向きである。

���今後田中バイパスが役場

前に接続され、主要道路に位置

づけされる事が判っている。逆

川から鍛冶屋沢線を通過する車

と、この田中バイパスを通過す

る車が役場前に集中するのでは

ないかと危惧する。この対策と

して、河津駅前から笹原文化の
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���お年寄り達が病院や金融

機関、買い物に出掛けるのには、

自分でバス停までいける人はバ

ス寿回数券を利用している。寿

回数券の利用状況は。

　昨年１２月の定例会では町長よ

り、２１年４月には朝夕の通勤通

学の時間帯を除いて、デマンド

交通システムを実施したいとの

答弁を頂いた。私は地元のバス

会社に協力をいただき実施でき

れば、年配の方達や交通弱者に

とって朗報になると考えていた。

その後の進捗状況はどうなって

いるか難しい問題はないか。

�����回数券利用は１９年度

実績で月平均３３７件、計４，０３８件、

前年比１０３．２％の伸び。

���東海の修善寺路線がある

ので、東海自動車の協力がない

と出来ない。４月は無理だが、

今後さらに検討していく。
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　８月２６日定例会が開催され２０

年２月１日から７月３１日までの

事業報告がされた。火災発生件

数は１５件で被害総額８，３１８，０００円

で、下田市８件、南伊豆町４件、

河津町３件。救助件数は１６件で

下田市８件、 南伊豆町４件、  河津

町４件。救急出動は、１，２６６件で

 １，２１０人を搬送。本署７５８件、南

伊豆分署２８０件、河津分署２２８件。

ドクターヘリ８０件の要請、７８人

を管外搬送。下田市３４回、南伊

豆町３１回、河津町８回、その他

の救急使用５回。予防業務は

下田市１２４件、南伊豆町４８件、

河津町４０件の宿泊施設の立入

り検査を実施。議案は、専決

処分の承認。平成１９年度決算認

定、歳入７０１，１０４，１４９円、歳出

６９５，２５３，２６２円。その他補正予算

１件、条例改正１件を可決。そ

の他、消防組織法に基づく消防

組織の広域化は、平成２４年度末

広域化の実現の予定。

　８月２５日、伊豆斎場組合の８

月定例会が開かれた。管理者の

石井直樹下田市長の行政報告が

行われ、１９年度より４ヶ年計画で

行われている火葬炉耐火レンガ

等の積替工事の説明、斎場使用

状況等の報告がなされた。

　議案として平成１９年度伊豆斎

場組合会計決算を審議、 歳入決

算額３９，６６１，７４０円、 歳出決算額

３７，８４８，００２円 で１，８１３，７３８円

が翌年度繰越を認定した。収入

の主たるものは、１市３町の負

担金が２６，８６６，０００円、使用料

が管内分４，０５０，０００円、管外分

 ２，８１０，０００円で計６，８６０，０００円

である。 使用料は減少している。

　又、専決処分第１号、平成２０

年度補正予算第２号、県市町村

総合事務組合規約変更の議案を

可決した。

　８月２５日共立湊病院組合議会

が開催され、山田直志議員、横

島隆二議員の一般質問、共立湊

病院改革推進委員会設置要綱の

制定についての報告後、専決処

分の承認。管理者より、１９年度

の入院患者数は４２，７５２人で対前

年比１，８５８人の減であることが報

告された。

　平成１９年度の事業決算は、収

益的収益は２，２３０，６９１，３４８円で

あり 、総費用は２，２９１，２８０，６１０円

であり認定された。資本的収入

及び支出は、資本的収入に３６，１０６

千円、資本的支出に８４，４６０千円

となった。資本的収支の不足額

４８，３５４千円は当年度消費税資本

的収支調整額及び過年度損益勘

定留保資金で補てんした。その

他補正予算１件、条例改正１件、

平成１９年度介護保険施設事業特

別会計決算は認定された。

　１０月６日東河環境センター議

会、第２回定例会が開かれた。

平成１９年度決算認定など４議案

について審議し、 いずれも可決、認

定した。１９年度決算では歳入が

６ 億 １，３５３万５，３４６円、歳出５億

８，８０９万５，６６２円、差引残額

２，５４３万９，６８４円、 ２０年度補正予

算では歳入歳出それぞれに３３１万

９，０００円を追加し、予算総額を６

億６，４６９万８，０００円とする。 これは

燃料高騰による原因が主なもの。

　そのほかの議案では、東河環

境センター特別職および議会議

員の報酬並びに費用弁償支給条

例の一部を改正する条例につい

て、静岡県市町総合事務組合を

組織する地方公共団体の減少お

よび規約変更について、が審議

され可決された。

　平成１９年度のゴミ処理の実績

は総量で１４，２１５ｔ（河津町４，３６７

ｔ、３０．７２％、東伊豆町９，８４８ｔ、

６９．２８％）であった。し尿処理に

ついては、総量で１１，８４９kl、（河

津町４，８６５kl、４１．０６％、東伊豆

町６，９８４kl、５８．９４％）であった。
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管　　　外管　　　内

大　　人小　　人大　　人

１，３００，０００２６１６，０００４１，７９０，０００３５８下 田 市

１，１００，０００２２１２，０００３７７０，０００１５４東伊豆町

５０，０００１８，０００２５４５，０００１０９河 津 町

３５０，０００７１６，０００４８５５，０００１７１南伊豆町

２，８００，０００５６５２，０００１３３，９６０，０００７９２計
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臣議員と共に出席

　　　　　（松崎町）

８月８日　静岡県町村議長会、

議長・副議長事務局

長研修会（静岡市）

８月１１日　河津町合併推進協議

会、飯田正臣議員と

共に出席

８月１８日　国道４１４号期成同盟会

要望活動で国交省中

部整備局に要望、同

６月１８日　学校給食センター安

全祈願祭、第２委員

長と共に出席（峰）

６月１９日　郡議長会（下田市）

６月２５日　南伊豆地区１市３町

合併協議会、飯田正

臣議員と共に出席

　　　　　（河津町）

７月３日　河津町議会第３回臨

時会、 同日全員協議会

７月４日　河津町夏季対策協議

会

７月５日　議会広報委員会

７月１１日　夏の交通安全県民運

動街頭広報に参加

７月１５日　南伊豆地区１市３町

合併協議会小委員会

（下田市）

７月１７日　今井浜海水浴場海開

き、議員と共に出席

７月２２日　河津町合併推進協議

会、飯田正臣議員と

共に出席

７月２４日　静岡県市町議会議員

研修会（静岡市）

７月２６日　河津ブルーベリーの

里オープン式典、同

日、長隆氏を招き役

場会議室で共立湊病

院の勉強会

７月２９日　郡議長会（下田市）

７月３０日　南伊豆地区１市３町

合併協議会、飯田正

　一般質問とは、議員が行政全

般にわたり、執行機関である町

当局に対して、その執行状況や、

町の将来の方針について質問し、

説明或いは報告を求めることを

言います。

　これに対して、特定の議員が

政党又は会派を代表して行う質

問を代表質問と言います。

　一般質問は年４回の定例会に

限って許されるもので、臨時会

では一般質問は出来ません。

　一般質問をする場合は、一定

期間内に文書で議長に通告し、

発言は議長の許可を得てから発

言します。

　河津町議会の場合、１人の議

員の許される一般質問の時間は、

６０分、１つの質問に対しては、３

回までの質問が出来る事となっ

ています。

日伊豆縦貫道期成同

盟会要望活動で沼津

河川国道事務局に副

議長が要望

８月２０日　南伊豆地区１市３町

合併協議会小委員会

（下田市）

９月１日　政局講演会（静岡市）

９月４日　議会運営委員会

９月５日　河津町合併推進協議

会、飯田正臣議員と

共に出席

９月８日　南伊豆地区１市３町

合併推進協議会、飯

田正臣議員と共に出

席（下田市）
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　議会だよりは私たち５名で編

集しています。

　「私も一言」の欄へのご投稿を

お待ちしています。

�広報編集委員長

　　山　田　　　勇

�広報編集副委員長

　　宮　崎　啓　次

�委　員

　　萩　原　清　男

　　稲　葉　　　静

　　吉　田　重　好
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